
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時： 令和４年９月２０日（火）１３時１５分より 

 会 場： さざなみホール 多目的ホール２ 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 
野 洲 市 準 備 委 員 会 

第 １ 回 常 任 委 員 会 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 
野洲市準備委員会第１回常任委員会 次第 

 

 

日時：令和４年９月２０日(火) 

                       １３時１５分から１３時４５分まで                       

場所：さざなみホール 多目的ホール２ 

 

 

１ 開 会 

 

２ 報告事項 

・第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

野洲市準備委員会常任委員等の変更 

 

３ 議 事 

  第１号議案 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

        野洲市開催推進総合計画（案） 

 

  第２号議案 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

        野洲市準備委員会専門委員会規程（案） 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

野洲市準備委員会常任委員等の変更 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会会則第

８条第１項に基づき、令和４年４月２１日から令和４年９月１日までの間における第７９

回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会常任委員等の変

更について、次のとおり報告します。 

 

（順不同・敬称略） 

 

常任委員（３名） 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

野洲市体育振興会連絡協議会 会長 森地 信晴 薗田 孝浩 

野洲市自治連合会 会長 東郷 重明 藤村 洋二 

近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 藤森 茂規 古川 祐美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 

２ 



 

 

第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会 

常任委員名簿 

令和４年９月１日現在 

 （順不同・敬称略）  

委員長（１名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市関係 野洲市 市長 栢木 進 

 

副委員長（５名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市議会関係 野洲市議会 議長 荒川 泰宏 

スポーツ関係 野洲市スポーツ協会 会長 山本 博一 

産業・経済関係 野洲市商工会 会長 荒川 博行 

市関係 野洲市 副市長 佐野 博之 

市関係 野洲市教育委員会 教育長 西村 健 

 

常任委員（２５名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

市議会関係 野洲市議会 副議長 山本 剛 

市議会関係 野洲市議会 総務常任委員会 委員長 稲垣 誠亮 

市議会関係 野洲市議会 文教福祉常任委員会 委員長 岩井 智惠子 

市議会関係 野洲市議会 環境経済建設常任委員会 委員長 山﨑 敦志 

スポーツ関係 野洲市スポーツ協会 副会長 駒井 朔男 

スポーツ関係 野洲市スポーツ推進委員協議会 会長 山本 博一 

スポーツ関係 野洲市スポーツ推進審議会 会長 山本 博一 

スポーツ関係 野洲市体育振興会連絡協議会 会長 森地 信晴 

スポーツ関係 滋賀県卓球協会 会長 横江 政則 

スポーツ関係 一般社団法人 滋賀県バスケットボール協会 会長 宇野 正信 

スポーツ関係 滋賀県ラグビーフットボール協会 会長 大岡 敏孝 

スポーツ関係 滋賀県武術太極拳連盟 会長 川端 達夫 

産業・経済関係 野洲市商工会 副会長 南 泰宏 

産業・経済関係 野洲工業会 会長 山本 真嗣 

市民団体・各種団体 野洲市自治連合会 会長 東郷 重明 

教育・学校関係 野洲市小学校長会 会長 渡邉 美喜子 

教育・学校関係 野洲市中学校長会 会長 高野 真知子 

３ 



 

 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 

通信・輸送・交通関係 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅 駅長 北山 悦雄 

通信・輸送・交通関係 近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 藤森 茂規 

医療・福祉関係 野洲市立野洲病院 病院長 福山 秀直 

医療・福祉関係 社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会 会長 立入 幸基 

医療・福祉関係 湖南広域消防局東消防署 署長 松並 修司 

宿泊・観光・衛生関係 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 前川 為夫 

宿泊・観光・衛生関係 野洲市観光物産協会 会長 木村 靖 

県関係 滋賀県守山警察署 署長 舩越 剛之 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

野洲市開催推進総合計画（案） 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」という。）

の成功に向け、年齢、性別、障がいのあるなしを問わず、本市の様々な人・団体が一体とな

って取り組み、大会に関わる全ての人が喜びと感動を共有できる大会を目指し、野洲市開催

基本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。 

 

１ 基本方針 

（１）総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体（以下「県等」という。）と緊密に連携し、両

大会を一過性のスポーツイベントとせず、市民一人ひとりが「する」「みる」「ささえる」

という様々な形でスポーツに触れるきっかけとし、生涯スポーツの環境づくりに繋が

る大会とするため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。 

 

（２）財務 

県等と連携し、創意工夫をこらした魅力あふれる両大会を目指し、適正かつ効率的な

財務の運営を図る。 

 

（３）広報 

両大会に対する市民の関心や参加意識を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開するとともに、自然や歴史・文化・産業など、本市の多彩な魅力を全国に発信する。 

 

（４）市民協働 

市民一人ひとりが両大会開催の意義を理解し、大会を身近に感じてもらえるよう情

報発信や啓発活動を積極的に行い、市民総参加のもと、一丸となって両大会を盛り上げ

ていくことにより、市民協働のまちづくりの推進につなげる。 

 

（５）観光・おもてなし 

選手・監督をはじめ、本市を訪れる方々を温かい気持ちでお迎えし、本市の多彩な魅

力に触れていただくとともに、心のこもったおもてなしを提供する。 

 

（６）競技 

競技会の開催にあたっては、県等と緊密な連携を図り、円滑で効率的な運営を行うも

のとする。 

 

第１号議案 

５ 



 

 

（７）式典 

表彰式等は、選手の負担にならないよう、簡素な装飾や演出に努めることを基本とし

つつ、温かみが感じられる式典とする。 

 

（８）施設 

開催基準要項に規定されている施設基準を踏まえ、既存施設の有効活用に努めるこ

とを前提としながら、両大会終了後の持続的な活用が可能で、利用者にも配慮した整備

に努める。 

 

（９）宿泊 

選手・監督をはじめ、本市を訪れる方々を温かい気持ちでお迎えし、宿泊施設その他

関係機関と連携を図りながら、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ態勢に万全を

期する。 

 

（10）医事・衛生 

選手・監督をはじめ、両大会に関わる方々の健康の確保を行い、大会を快適な環境の

もとで開催するため、県等と緊密に連携し、食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、

防疫対策及び医療救護体制の確立を図る。 

 

（11）輸送・交通 

本市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係機関との緊密な連携により、安全か

つ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、交通混雑の緩和と環境に配慮し

た輸送・交通体制の確立を図る。 

 

（12）消防・警備 

競技会場その他大会関係施設における災害の防止と治安の確保、非常時における緊

急対応に万全を期するため、消防・警察その他関係機関と緊密に連携し、消防防災・警

備体制の確立を図る。 

 

２ 年次計画 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市開催推進総合年

次計画（年度別業務一覧）は、別表のとおりとする。 

 

 

 

６ 



 

 

 

年度
国体(国スポ)開催県

令和４年度(2022年度・開催３年前)
栃木県

令和５年度（2023年度・開催２年前）
鹿児島県

令和６年度（2024年度・開催１年前）
佐賀県

主要行事

準備組織

実
行
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会
第
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回
解
散
総
会

総務企画
財　務

広　報

市民協働
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　おもてなし
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第
7
9
回
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ス
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2
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全
国
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
（
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ス
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ス
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）
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催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 野洲市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）（案）

別表

準備委員会設立

実行委員会に改組

国スポ・障スポ大会推進室（令和３年度設置） 国スポ リハーサル大会開催 第７９回国民スポーツ大会開催

障スポ リハーサル大会開催

大会開催・会期決定

準備委員会設立総会・第１回総会・第２回総会

総務・企画専門委員会

競技・式典専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

輸送・交通専門委員会

実行委員会第２回総会 実行委員会第３回総会 実行委員会第４回総会

庁内推進会議開催

常任委員会

リハーサル大会実施本部設置 本大会実施本部設置

県実行委員会との連絡調整

開催推進総合計画策定・進捗管理

大会運営ガイドライン策定 大会実施本部運営マニュアル作成

協賛取扱要項策定・協賛の推進

リハーサル大会開催経費調査（最終） リハーサル大会経費調査ヒアリング・予算編成 リハーサル大会予算執行・決算

本大会開催経費調査検討 本大会開催経費調査（最終） 本大会経費予算編成 本大会予算執行・決算

識別用品整備要項策定 リハーサル大会用識別用品整備 本大会用識別用品整備

遺失物・拾得物取扱要項策定 リハーサル大会遺失物・拾得物取扱実施 本大会遺失物・拾得物取扱実施

保険加入要項策定 リハーサル大会保険加入 本大会保険加入

広報基本計画策定 広報・啓発活動の推進

実行委員会ＳＮＳ開設・運営

大会報告書編成方針決定 大会報告書作成

市民協働基本計画策定 炬火イベント実施要項検討 炬火イベント実施要項策定 炬火イベント実施

ボランティア募集要項策定 ボランティア募集・研修会実施

リハーサル大会ボランティア業務計画策定 リハーサル大会ボランティア配置

本大会ボランティア業務計画策定

本大会ボランティア配置

観光・おもてなし基本計画策定 観光・おもてなし実施要項策定

総合案内所設置要項策定

休憩所等設置要項策定

売店設置要項策定

歓迎装飾実施要項策定

観光ガイドブック等作成検討

リハーサル大会総合案内所設置

リハーサル大会休憩所等設置

リハーサル大会売店設置

リハーサル大会歓迎装飾実施

観光ガイドブック等配布

本大会総合案内所設置

本大会休憩所等設置

本大会売店設置

本大会歓迎装飾実施

総
務
・企
画
専
門
委
員
会

デモスポ開催経費調査（第１次） デモスポ開催経費調査（最終） デモスポ開催経費予算編成 デモスポ予算執行・決算

第２４回全国障害者スポーツ大会開催

実行委員会第１回総会
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年度
国体(国スポ)開催県

令和４年度(2022年度・開催３年前)
栃木県

令和５年度（2023年度・開催２年前）
鹿児島県

令和６年度（2024年度・開催１年前）
佐賀県

競　技

式　典

施　設

宿　泊

　医事・衛生

　輸送・交通

　消防・警備

令和７年度（2025年度・開催年）
滋賀県

第
7
9
回
国
民
ス
ポ
ー

ツ
大
会
・
第
2
4
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
（

わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
）

開
催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 野洲市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）（案）

別表

競技運営基本計画策定 競技別実施計画策定 競技別実施要項策定 競技別プログラム作成

組合せ抽選会実施要項検討 組合せ抽選会実施要項策定 組合せ抽選会実施

競技用具等整備計画（第３次）調査 競技用具等整備計画（最終）調査 競技用具整備

競技役員等編成案（第３次）調査 競技役員等編成案（第３次）見直し 競技役員等最終編成 競技役員等編成決定・委嘱

競技補助員協力依頼先希望調査 競技会係員・補助員編成計画策定 競技会係員・補助員編成決定・養成 競技会係員・補助員の委嘱

リハーサル大会開催基本計画策定 競技別リハーサル大会実施要項策定

練習会場（最終案）調査・正式依頼 練習会場運営要項作成

デモスポ実施要項検討 デモスポ実施要項策定 デモスポ開催

式典基本計画策定 式典実施要項策定 各競技会開始式・表彰式の実施

施設整備基本計画策定 リハーサル大会会場設営仕様書作成 リハーサル大会会場設営

本大会会場設営仕様書作成 本大会会場設営

施設整備の実施

競技施設整備計画（第５次）調査 競技施設整備計画（第６次）調査 競技施設整備計画（第７次）調査

宿泊基本計画策定 リハーサル大会宿泊要項作成 本大会宿泊要項作成 宿泊本部設置

第２次仮配宿シミュレーション 第３次仮配宿シミュレーション 大会配宿実施

弁当調達要項作成 弁当調達業者決定 弁当調達実施

医事・衛生基本計画策定 医療救護要項策定 救護所設置計画策定 救護所設置

リハーサル大会救護所設置計画策定 リハーサル大会救護所設置

感染症（防疫）対策要項策定

医事・衛生本部設置食品衛生対策要項策定

環境衛生対策要項策定

廃棄物処理計画策定 廃棄物処理

輸送・交通基本計画策定

輸送・交通業務実施要項策定 輸送本部設置

消防防災・警備基本計画策定

消防防災・警備業務実施要項策定 リハーサル大会消防防災計画策定 消防防災計画策定 消防防災本部設置

競
技
・式
典
専
門
委
員
会

宿
泊
・衛
生
専
門
委
員
会

輸
送
・交
通
専
門
委
員
会

情報通信基本計画策定 情報通信業務実施要項策定 情報通信機器設置

競技会場地輸送（第１次）調査 競技会場地輸送（第２次）調査

警備本部設置
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

野洲市準備委員会専門委員会規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市

準備委員会会則（令和４年４月１９日施行）第１３条第３項の規定に基づき、第７９回国

民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会専門委員会（以下

「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（名称等） 

第２条 専門委員会の名称並びに第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポー

ツ大会野洲市準備委員会常任委員会からの付託又は委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長 １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第７９回国民スポーツ大会・第２４回

全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会会長（以下「会長｣という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ

委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することはできない。

ただし、会議に出席できない専門委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に

権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該専門委員

は、出席したものとみなす。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加

わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員長は、必要に応じて専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員に事前に送付した議案に対し書面をも

って表決を求め、その結果を専門委員会の議決に代えることができる。 

（専門部会） 

第２号議案 

９ 



 

 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的

事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、これ

らの条文中、「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」

と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み

替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、専

門部会の運営に関し必要な事項は部会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和４年９月２０日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名 称 付託事項 委任事項 

総務・企画 

専門委員会 

１ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 観光及びおもてなしに関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に 

関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

競技・式典 

専門委員会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

宿泊・衛生 

専門委員会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 医事及び衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

輸送・交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通に関すること。 

２ 消防及び警備に関すること。 

３ その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会会則 

 

 第１章 総則  

 （名称） 

第１条 本会は、第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市準備

委員会（以下「準備委員会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 準備委員会は、第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会にお

いて、野洲市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要

な準備を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

（１）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２）競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３）競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（５）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

（６）その他、準備委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

 第２章 組織 

 （組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）野洲市を代表する者 

（２）野洲市議会を代表する者 

（３）関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

（４）その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 準備委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ５名以内 

（３）常任委員 ３０名以内 

（４）監事   ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、野洲市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 
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３ 監事は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。ただし、会長が代表者である法人

その他の団体との契約その他の法律行為（民事上のものに限る。）については、あらかじ

め会長が指名した副会長が準備委員会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから準備委員

会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その

後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充するこ

とができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 （顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

 第３章 会議 

 （会議の種類） 

第１０条 準備委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 

 （総会） 

第１１条 総会は、会長、副会長、常任委員および委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 
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（１）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただし、総

会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、

又は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものと

みなす。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。）

の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて監事、顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し、書面をもって

表決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

 （常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置並びに専門委員会への委任及び付託に関すること。 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会において準用する。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定により

専門委員会から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

 （専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査、審議し、その結

果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮

った上で、会長が別に定める。 
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４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処分するこ

とができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、そ

の承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第１５条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

 （経費） 

第１６条 準備委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第１７条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経

て、総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第１８条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 準備委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

 （解散） 

第１９条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、野洲市に帰属するものとする。 

 

第８章 補則 

 （委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し、必要な事項は会長が別

に定める。 

 

１５ 



 

 

  附 則 

この会則は、令和４年４月１９日から施行する。 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会野洲市開催基本方針 

 

１ 基本方針 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会は、多種多様な競技が一

同に滋賀県で開催され、全国から多数の選手が参加する大会であり、市民のスポーツへの

関心を大いに高めるものとして期待されています。この大会を契機として、市民の更なる

スポーツ活動の普及・発展を図るとともに、障がいに対する理解を深め、障がいのある人

の社会参加の推進に繋がる大会を目指します。 

  大会の成功に向けて、年齢・性別・障がいのあるなしを問わず、本市の様々な人・団体

が一体となって取り組みます。また、全国から本市を訪れる人々を温かい気持ちで迎え入

れて交流を深めることにより、多様な人々の関わりが生まれ、本市が描く「多様な人々と

多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち」の実現に繋がる大会を目指します。 

 

２ 実施目標 

（１）スポーツで野洲を元気にする大会 

   市民一人ひとりが「する」「みる」「ささえる」という様々な形でスポーツに触れるき

っかけとし、健康の保持増進や体力向上、生きがいづくりなど、個々の目的に応じてス

ポーツを楽しむことができる生涯スポーツの環境づくりに繋がる大会を目指します。 

 

（２）市民総参加で創る大会 

   市民・関係団体（教育、商工業、観光、医療・福祉など）・行政が一体となり、大会

の成功に向けて準備に万全を期すとともに、大会に関わる全ての人が喜びと感動を共

有できる大会を目指します。 

 

（３）野洲の魅力を発信する大会 

   本市の豊かな自然や歴史・文化・産業などの地域資源を積極的に活用し、本市を訪れ

る人々を温かい気持ちでお迎えするとともに、全国にその魅力を発信し、地域振興に繋

がる大会を目指します。 

 

（４）すべての人がともに支え合う野洲を目指す大会 

   障がいのある人が主体的に大会に参画することや、スポーツを通じて多く交流する

機会を創出することにより、障がいに対する理解を深め、障がいのある人の社会参加に

繋がる大会を目指します。 
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